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公立大学法人公立鳥取環境大学リスク管理規程 

 

令和元年１１月１８日 

公立鳥取環境大学規程第１３号 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公立大学法人公立鳥取環境大学（以下「法人」という。）の円滑な運営に支障をき

たすおそれのあるリスクへの事前対策及び危機発生時の対応等に関し必要な事項を定めることにより、

法人及び公立鳥取環境大学（以下「大学」という。）の学生、役員及び職員の安全確保を図るとともに、

法人及び大学の社会的な責任を果たすことを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）リスク 法人の業務の遂行を阻害する要因をいう。 

（２）リスク管理 リスクの把握及び当該リスクの顕在化によってもたらされる損害を想定した上で、

リスクの顕在化の防止、損害の最小化その他の当該リスクへの対応として最も合理的な措置を行う

ことをいう。 

（３）危機 リスクが顕在化し，又はまさに顕在化しようとしている状態をいう。 

（４）危機対策 危機への対応を行うことをいう。 

（５）部局 学部、研究科、人間形成教育センター、情報メディアセンター、サステイナビリティ研究

所、地域イノベーション研究センター、国際交流センター及び事務局をいう。 

（６）部局長 前号に掲げる部局の長をいう。 

 

（リスク管理の対象） 

第３条 リスク管理の対象となるリスクは、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）大学の教育研究活動の遂行に重大な支障のある事象 

（２）学生、職員及び地域住民等の安全に係わる重大な事象 

（３）施設管理上の重大な事象 

（４）社会的影響の大きな事象 

（５）法人及び大学に対する社会的信頼を損なう事象 

（６）その他、前各号に相当する重大な事象 

 

（理事長等の責務） 

第４条 理事長は、法人及び大学のリスク管理を統括する最高責任者であり、リスク管理及び危機対策

に万全の措置を講じなければならない。 

２ 部局長は、当該部局におけるリスク管理の責任者であり、当該部局のリスク管理に努めなければな

らない。 

 

（組織） 

第５条 幹部会議は、全学的なリスク管理に関する重要な事項について協議するとともに、リスク管理

について点検及び評価し、必要な改善の措置を理事長に提言するものとする。 

２ 理事長は、前項の提言に基づきリスク管理について改善の措置を講じるものとする。 
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（危機に関する通報等） 

第６条 


